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税 金￥
　

27
年
中
の
所
得
が
な
い
人
も
、
国

民
健
康
保
険
や
各
種
手
当
の
申
請
に
、

所
得
証
明
書
や
非
課
税
証
明
書
が
必

要
な
人
は
、
市
・
府
民
税
の
申
告
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

と
き

　

 

３
月
15
日
㈫
ま
で
の
午
前
９
時
〜

正
午
、
午
後
１
時
〜
５
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

申
告
が
必
要
な
人　

左
表
参
照

※
郵
送
可
。
３
月
15
日
㈫
必
着

申
告
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
‐
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
９
８

27
年
分
の
確
定
申
告
は
お

早
め
に

◆�

27
年
分
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

得
税
、
贈
与
税
、
消
費
税
、
地
方

消
費
税
の
確
定
申
告

申
告
期
限

○ 

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、

贈
与
税
…
３
月
15
日
㈫
ま
で

○ 

個
人
事
業
者
の
消
費
税
、
地
方
消

費
税
…
３
月
31
日
㈭
ま
で

◆
確
定
申
告
・
相
談
会
場

開
設
期
間　

３
月
15
日
㈫
ま
で

※
時
間
は
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※ 

混
雑
状
況
に
よ
り
、
受
け
付
け
が

午
後
４
時
ご
ろ
ま
で
と
な
る
場
合

あ
り

と
こ
ろ　

守
口
門
真
商
工
会
館

　

（
殿
島
町
６
‐
４
）

※ 

確
定
申
告
期
間
中
は
、
門
真
税
務

署
で
は
申
告
相
談
な
し

◆
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー

　

確
定
申
告
書
な
ど
は
、
国
税
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://www.nta.go.

jp/

）
で
作
成
で
き
ま
す
。
新
設
さ

れ
た
給
与
所
得
者
や
公
的
年
金
所
得

者
向
け
の
確
定
申
告
書
作
成
画
面
は

見
や
す
さ
、
分
か
り
や
す
さ
を
重
視

し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
作
成
し
た
申
告
書
な
ど
は
、

郵
送
で
提
出
で
き
ま
す
。

※ 

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
場
合
は
、
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
（
電
子
証
明
書
付
）

や
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が

必
要

問
合
先　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６
（
６
９
０
９
）
０
１
８
１

所
得
税
な
ど
の
振
替
納
税

　

「
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
」

と
「
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
（
個

人
事
業
者
）」
の
納
税
に
は
、
金
融

機
関
の
口
座
か
ら
自
動
的
に
納
税
さ

れ
る
振
替
納
税
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６
（
６
９
０
９
）
０
１
８
１

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
申
告

は
３
月
15
日
㈫
ま
で
に

　

年
末
調
整
を
し
な
い
人
、
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
を
初
め
て
受
け
る
人
は
、

確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
市
・
府
民
税
で
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
を
受
け
る
に
は
、
納
税
通
知

書
送
達
ま
で
に
申
告
が
必
要
で
す
。

◆�

市
・
府
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

の
延
長
・
拡
充

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
お
け
る
「
居

住
の
用
に
供
す
る
日
（
居
住
開
始

日
）」
の
適
用
期
限
が
、
平
成
31
年

６
月
ま
で
に
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
現
在
受
け
て
い
る
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
の
控
除
期
間
の
延
長
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成
26
年
４
月
〜
31
年
６

月
に
居
住
し
た
場
合
の
控
除
限
度
額

が
拡
充
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
９
８

日
曜
納
付
相
談

　

平
日
は
仕
事
な
ど
で
、
相
談
に
来

れ
な
い
人
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

と
き　

３
月
27
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

納
税
課

　

（
市
役
所
別
館
２
階
） 

※
証
明
書
発
行
な
ど
は
不
可

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
３
５

市
税
の
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

　

納
税
課
窓
口
で
は
、
ペ
イ
ジ
ー
口

座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
で
、
簡
単
に

口
座
振
替
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

必�

要
な
物

　

金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

※ 

一
部
利
用
で
き
な
い
金
融
機
関
あ

り
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
２
５

人

権

市
人
権
講
座�

「
と
も
に
生
き
る
」

と
き　

３
月
23
日
㈬　

　

午
後
２
時
〜
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
１
時
30
分
か
ら

※
当
日
会
場
へ
直
接

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

内�

容　

多
文
化
共
生
〜
外
国
に
ル
ー

ツ
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
の
抱
え
る

課
題

※
手
話
通
訳
、
要
約
筆
記
あ
り

講�

師　

榎
井
縁
・
公
益
財
団
法
人
と

よ
な
か
国
際
交
流
協
会
理
事

定
員　

１
０
０
人
（
先
着
順
）

費
用　

無
料

問
合
先

　

人
権
女
性
政
策
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
７
９

選
管
だ
よ
り

選
挙
啓
発
標
語
の
入
選
作
品

　

27
年
10
月
１
日
〜
11
月
６
日
に
募

集
し
た
、
27
年
度
選
挙
啓
発
標
語
の

入
選
作
品
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

た
く
さ
ん
の
ご
応
募
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

◆
最
優
秀
賞

○
弘
田
妙
子
さ
ん
（
南
野
口
町
）

「
わ
が
町
の　

輝
く
未
来
を　

一
票

で
」

◆
優
秀
賞

○
佐
藤
み
ど
り
さ
ん
（
浜
町
）

「
民
ま
も
る　

あ
す
の
平
和
に　

票

た
く
す
」

○
上
野
利
晴
さ
ん
（
常
称
寺
町
）

「
心
か
ら　

誇
れ
る
社
会
へ　

こ
の

一
票
」

問
合
先

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
９
９
０

者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格

喪
失
確
認
通
知
書
、
退
職
辞
令
な

ど
（
す
べ
て
写
し
可
）

※ 

同
世
帯
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場

合
は
、
代
理
人
の
身
分
証
明
書

申
請
・
問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
０
５

保

険

保
険
料
の
納
付
期
限
は�

３
月
31
日
㈭

　

国
民
健
康
保
険
料
第
10
期
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
第
９
期
の
普
通

徴
収
の
納
付
期
限
は
３
月
31
日
㈭
で

す
。
期
限
内
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

◆
３
月
の
日
曜
納
付
相
談
日

と
き　

３
月
27
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ

　

 

保
険
収
納
課
（
市
役
所
別
館
１

階
）
、
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

※ 

南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
で
は
、
納
付

書
・
被
保
険
者
証
の
発
行
は
不
可

◆
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付

　

保
険
収
納
課
窓
口
で
は
、
ペ
イ
ジ

ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
で
、
簡

単
に
口
座
振
替
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

必�

要
な
物

　

金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

※ 

一
部
利
用
で
き
な
い
金
融
機
関
あ

り
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
９
４

　

確
定
申
告
書
（
税
務
署
分
）
は
市
役
所
で
は
受
け
付
け

で
き
ま
せ
ん
。

　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
、
門

真
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
作
成
済
み
の
確
定
申
告
書
の
み
市
役
所
で
収
受
可

市
・
府
民
税
の
申
告
は

３
月
15
日
㈫
ま
で
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◆市役所で申告できる車種・手続きに必要な物
車種 申告場所 必要な物

・原動機付自転車
 �（125㏄以下）
・小型特殊自動車
・ミニカー

課税課
（市役所別館２階）

・ 印鑑（スタンプ印
不可）
・申告済証
・ナンバープレート

※ 市内の人へ譲渡した場合は双方の印鑑が必要。ナンバープレート
は継続使用可

※代理人による手続きには、所有者と代理人それぞれの印鑑が必要
※ 盗難などにあった場合は、警察へ被害届を提出後、市役所でも盗
難手続きが必要

※ 申告済証がない場合は、車台番号の石ずり（車体の車台番号に紙
を置き、上から鉛筆でこする）が必要

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者

に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２
日
以

降
に
名
義
変
更
や
廃
車
の
手
続
き

を
し
て
も
、
そ
の
年
度
分
は
課
税

さ
れ
、
払
い
戻
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
３
月
31
日
㈭
ま
で
に
手
続

き
を
し
な
い
と
、
28
年
度
の
軽
自

動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

手
続
き
が
必
要
な
場
合

・
譲
渡
（
名
義
変
更
）
し
た

・
盗
難
、
解
体
な
ど
で
車
両
が
な

く
な
っ
た

・
所
有
者
が
死
亡
し
た

・
転
出
な
ど
で
定
置
場
が
変
更

※ 

住
民
票
の
異
動
と
は
別
に
申
告

が
必
要

市�

役
所
で
申
告
で
き
る
車
種

　

下
表
参
照

◆
車
種
別
の
申
請
場
所
・
問
合
先

　

手
続
方
法
は
事
前
に
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

軽
自
動
車
（
軽
三
輪
・
軽
四
輪
）

　

 

軽
自
動
車
検
査
協
会
（
高
槻
市

大
塚
町
４
‐
20
‐
１
）

　

☎
０
５
０
（
３
８
１
６
）
１
８
４
１

軽
二
輪（
１
２
５
㏄
超
）、
二
輪
の

小
型
自
動
車
（
２
５
０
㏄
超
）

　

 

近
畿
運
輸
局
大
阪
運
輸
支
局

（
寝
屋
川
市
高
宮
栄
町
12
‐
１
）

　

☎
０
５
０
（
５
５
４
０
）
２
０
５
８

原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特
殊
自

動
車
、
ミ
ニ
カ
ー

　

課
税
課
（
市
役
所
別
館
２
階
）

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
７
４

原
付
バ
イ
ク
、
軽
自
動
車
な
ど
の
名
義
変
更
・

廃
車
の
手
続
き
は
３
月
31
日
㈭
ま
で
に

◆市・府民税の申告が必要な人
職業など 申告に必要な物

自営業

収入金額・必
要経費がわか
る書類、収支
内訳書など

◆共通
○本人確認書類
○市・府民税の申告書
○印鑑
○ 社会保険料（介護保険
料を含む）の支払証明
書（領収書）
○ 生命保険・地震保険料
の控除証明書
○医療費の領収書など
※ 障がい者・勤労学生控
除には身体障がい者手
帳や在学証明書が必要

大工、左官、建築手伝い、
各種外交員など
不動産所得がある人
配当所得がある人
※ 特定口座で「源泉徴収あ
り」の場合は申告の選択
可
２カ所以上からの給与があ
る人（パート・アルバイト
などを含む）

給与支払報告
書、源泉徴収
票など

27年中に退職した人
◆市・府民税申告が不要な人
・税務署で所得税及び復興特別所得税の確定申告をする人
・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている人
・27年中の所得がない人
・ 27年中の所得が公的年金に係る所得のみで、公的年金の支払者か
ら、市役所に公的年金等給与支払報告書が提出される人

※ ２カ所以上からの給与がある人、給与以外の所得がある人は申告が必要
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会
議
は
傍
聴
で
き
ま
す
。

と
き　

３
月
25
日
㈮

　

午
後
１
時
か
ら

と
こ
ろ　

厚
生
会
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

内
容

○
門
真
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

創
生
総
合
戦
略
の
検
証

○
地
域
活
性
化
・
地
域
住
民
生
活

等
緊
急
支
援
交
付
金
（
地
方
創

生
先
行
型
）
に
係
る
事
業
の
効

果
検
証

傍
聴
定
員　

10
人
（
先
着
順
）

傍�

聴
方
法

　

 

当
日
午
後
０
時
50
分
か
ら
会
場

に
直
接

問
合
先　

 

企
画
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
５
７
２

第
５
回
門
真
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

創
生
総
合
戦
略
審
議
会

年

金

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
と
き
は

◆
保
険
料
の
免
除
申
請
な
ど

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
前
年
の
所
得
に
よ
り
保

険
料
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
離
職
し
た
人
は
、
特
例
免

除
制
度
を
利
用
で
き
ま
す
。
本
人
以

外
で
も
配
偶
者
や
世
帯
主
が
離
職
し

て
い
る
場
合
も
利
用
で
き
ま
す
。
申

請
は
休
日
国
民
年
金
相
談
で
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

◆
休
日
国
民
年
金
相
談

と
き　

３
月
27
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

市
民
課

　

（
市
役
所
別
館
１
階
）

内
容

　

 

年
金
の
種
別
変
更
手
続
き
、
保
険

料
の
免
除
申
請
な
ど

◆
共
通

申
請
に
必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
印
鑑

※
学
生
の
人
は
学
生
証
が
必
要

※ 

離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格


